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「コーポレートガバナンス基本方針」の制定について 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス基本方針」を別紙のと

おり制定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 

  



別紙 

 

コーポレートガバナンス基本方針 

 
株式会社ニイタカ 

１ コーポレートガバナンスについての考え方 

当社は設立から 20 年を経過した 1983 年に、それまでの様々な教訓を糧に「四者共栄」

を経営理念として定めた。その内容は以下の通りである。 

 

私たちは、高品質・高使用価値の製品・サービスをフードビジネス業界へ提供すること

を通じ、「取引先とユーザー」のお役に立ち、「株主と会社」に利益をもたらし、「社員

とその家族」を幸せにすると同時に「地域社会」に貢献し、社会に信頼され、発展する企

業を目指しています。これを「四者共栄」と一言で表しています。そして、私たちは常に

この「四者共栄」を念頭に行動いたします。 

 

当社は、コーポレートガバナンス・コード（以下、「コード」と表現する。）の諸原則

は、基本的にこの経営理念と方向性を一にしているものと考える。個々の原則への対応は、

歴史、規模、その他当社特有の諸条件に鑑み、個別に判断し設定する。なお、コードは、

取締役会及び取締役の役割に重点が置かれており、当社はステークホルダーに責任を負う

経営という観点からその趣旨を理解し、真摯にあるべき姿を追求していく。 

 

２ 株主の権利、平等性の確保 

 当社は、株主の権利及び実質的な平等性を確保するため、コードで示された諸原則の実

施に取り組む。 

① 当社は、株主総会に提案した議案に対し、当社が定めた基準を超えて反対票が投じられ

た場合、その理由を分析し、対応の要否等を決定する。 

② 当社は、少数株主等の株主としての権利行使を妨げることがないよう配慮する。 

③ 当社は、株主総会において建設的な対話が進むよう、日程の適切な設定、招集通知の早

期発送及び電子的公表、関連する情報の積極的な発信に取り組む。また、国内外機関投

資家の比率等を踏まえ、議決権の電子行使が可能となる環境整備や招集通知の英訳の要

否等を決定する。 

④ 当社は、政策保有株式の主要なものについて、毎年、保有の意義を取締役会で検証する。 

投資先に対する議決権の行使については、その保有目的を勘案し、取引関係を阻害する

議案については反対票を投じるかどうかを決定する。 



⑤ 当社は、買収防衛策を導入しているが、その継続については当社の中長期的な企業価値

を守ることに資するものであるかどうかを取締役会で十分論議し、実施する。 

⑥ 当社は、基準日時点において、株主名簿に記載のある株主を議決権のある株主としてお

り、信託銀行等を通じて当社株式を保有する株主については、株主総会への出席を認め

ていない。しかし、実質株主からの要請があった際は意見を聞く姿勢を持ち、信託銀行

等と相談してそのよりよい方法を実施する。 

⑦ 当社は、当社の企業価値や株主共同の利益を毀損することがないよう、主要な株主との取引

についても、通常一般の取引条件と同様にて行う。また、取締役が当社と取引を行う場合に

は、取締役会での決議を経て行う。 

 

３ 株主以外のステークホルダーとの協働 

 当社は、「四者共栄」の理念に則り、「取引先とユーザー」、「社員とその家族」、「地

域社会」との積極的な協働に努める。 

 当社は、ステークホルダーとの協働の前提として取締役、執行役員及び社員が守るべき

倫理方針及び行動規範を定め、実践する。また、社会の公器として認められるに相応しい

企業文化・風土の確立が重要と考え、取締役及び執行役員を先頭に自らの言動を律すると

ともに社員にも求めていく。 

 当社は、「四者共栄」の理念のもと、環境方針を定め、全社的に環境保全活動に取り組

む。今後も、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る課

題に積極的に取り組み、持続的発展を目指す。 

 当社は、社内に多様な人材がいることは成長に不可欠な条件と認識し、今後は特に女性

の採用を促進するとともに、その能力が発揮される環境作りに尽力する。 

 当社は、ステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、得た情報を事業活動の改

善・発展に活用する。内部通報もまた発展を阻害する要素を除去する機会と捉え、その体

制を整備し運用する。 

 

４ 情報開示の充実及び透明性の確保 

当社は、会社法その他関係法令に基づき、当社及び当社グループのリスク管理、内部統

制、コンプライアンス等に関する当社の方針を決定し、適時・適切に開示する。 

当社は、会社法及び金融商品取引法、その他関係法令並びに東京証券取引所規則に従っ

て、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行う。また諸法令や適時開示

規則に該当しない場合でも、経営理念、経営戦略、中期経営計画その他株主や投資家が当

社を理解するために重要・有益であると判断した情報については、ホームページ等の媒体

を使用して、積極的かつ公平に開示する。 

 当社は、情報開示にあたり以下の項目に留意し、内容の充実に努める。 

（ⅰ）経営理念や経営戦略、中期経営計画等を決算短信、有価証券報告書、決算説明資料

等にて開示する。 



（ⅱ）コーポレートガバナンスの方針を定めて開示する。 

（ⅲ）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きを整備し開示する。 

（ⅳ）取締役についてあるべき姿を明確にし、その基準に照らし、指名諮問委員会が候補

者を審議、面接して、取締役会に意見の陳述及び助言を行い、それを取締役会で決

定し、株主総会の決議により選任する。 

（ⅴ）取締役候補者の選任理由を、株主総会招集通知にて開示する。 

 

５ 取締役会等の責務 

① 取締役会の役割  

取締役会は、経営理念である「四者共栄」に基づき経営の方向付けを行うとともに、

具体的な経営戦略・経営計画について決定を行う。また、執行役員による業務執行の監

督を行う。  

取締役会は、中期経営計画の実現に努力し、その進捗を評価し、株主に説明する。 

取締役会は、取締役の報酬に一定の割合で業績連動報酬を導入するなど、企業価値増

大に力を発揮できる環境づくりを進める。 

② 取締役の資質及び役割  

当社の取締役は、会社の業務又は専門分野に精通し、人物識見ともに優れ、かつ情熱

と行動力に富んだ人物から選ばれる。また、当社の取締役は、自己の利益よりも中長期

的な企業利益を優先し、その実現に向けて自らの義務と責任を全うすることを求められ

る。 

③ 独立社外取締役  

当社は、取締役会の監督機能を高める観点から、取締役の３分の１以上の員数を独立

社外取締役とする。独立性基準は取締役会で定める。  

独立社外取締役は、その独立性ゆえに求められる役割を自覚し、監督機能を積極的に

発揮するとともに、ステークホルダーの代弁者として取締役会で意見を述べる。 

独立社外取締役の兼職の状況は、コーポレートガバナンス報告書等に記載する。当社

における役割の遂行に支障をきたすと判断される過度の兼職が認められた場合は、再任

を避ける等の対応を行う。 

④ 指名と報酬に関する委員会  

取締役会は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置する。  

指名諮問委員会は、取締役及び執行役員の選任及び社長候補者の選定・育成等の人事

事項を審議し、取締役会に意見の陳述及び助言を行う。指名諮問委員会を構成する取締

役は、代表取締役社長と取締役会決議により定める取締役とし、その員数は３名以上と

する。ただし、その過半数は、社外取締役とする。また、指名諮問委員会の議長は、社

外取締役より選出する。 

報酬諮問委員会は、取締役及び執行役員の報酬に係る事項等を審議し、取締役会に意



見の陳述及び助言を行う。報酬諮問委員会を構成する取締役は、代表取締役社長と取締

役会決議により定める取締役とし、その員数は３名以上とする。ただし、その過半数は、

社外取締役とする。また、報酬諮問委員会の議長は、社外取締役より選出する。 

⑤ 取締役の選任プロセス  

取締役については、取締役候補者を指名諮問委員会が選任基準に照らして審議、面接

して、取締役会に意見の陳述及び助言を行う。それを取締役会で決定し、株主総会の決

議により選任する。 

⑥ 報酬制度 

 役員報酬については、その主たる使命である企業価値の最大化の遂行にふさわしい対

価とすることを、基本方針とする。報酬諮問委員会は、同方針に基づき、当社の業績と

連動する報酬の割合を適切に設定することを重視し、報酬制度の体系を決定する。取締

役会は、同方針及び報酬制度の体系に基づき、報酬諮問委員会の助言を得て、個別の役

員報酬を決定する。 

⑦ 取締役会の運営  

取締役会の議題、審議時間及び開催頻度は、重要な業務執行の承認及び業務執行の監

督のために、必要かつ十分な議論が可能なように設定する。また、取締役会において建

設的な議論・意見交換ができるように、取締役会の付議及び報告議案について、取締役

会出席者の事前準備に要する期間に配慮して、資料を送付する。なお、取締役会の開催

スケジュールや定例の審議事項については、予め決定する。 

⑧ 取締役会評価  

取締役会において、取締役会全体の実効性について、分析及び評価の方法を定め、実

施する。  

⑨ 情報入手と支援体制  

当社は、取締役、とりわけ社外取締役に対して、その役割及び責務が実効的に果たせ

るように積極的な情報の提供に努める。 

⑩ 取締役の研鑽  

当社は、新任の社外取締役に対して、当社の事業、財務、組織等に関する知識を習得

するために様々なプログラムを提供する。 

 当社は、取締役に対し、その役割を果たすために必要な法律知識等の習得機会を定期

的に設ける。 

 

６ 株主との対話 

当社は、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示及び東京証券取引所

規則により求められる開示並びにＩＲ等の任意開示により、情報のタイムリーな開示に努

めるとともに、株主との建設的な対話に努める。この際、インサイダー情報の取り扱いに



十分配慮するとともに、株主間において情報格差が生じないように留意する。 

当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の項目に取り組む。 

（ⅰ）ＩＲ担当執行役員を選任する。 

（ⅱ）ＩＲ担当窓口を経営企画部とする。経営企画部はＩＲ活動を統括し、各部門の担当

者及び部門間の情報伝達の手順を定め、有機的な連動を図る。 

（ⅲ）ＩＲ担当執行役員と経営企画部にて、株主との個別面談に積極的に対応する。また、

株主向けに工場見学会等を開催し、取締役及び執行役員と株主との対話の場を設け

る。なお、機関投資家を主な対象とする説明会は年１回以上行い、個人投資家向け

の会社説明会も定期的に開催する。 

（ⅳ）ＩＲ活動等により把握した株主の意見や懸念については、取締役会に適宜報告し、

審議を行い、企業価値の向上に役立てる。 

（ⅴ）ＩＲ活動においては、決算に関わるインサイダー情報の流出を防止するため、活動

の停止期間を設ける。また、会社説明会等の実施にあたっては、配布若しくは投影

する資料及び発言は、株主間において情報格差が生じない内容とする。 

 

以上 


